
船舶事故調査報告書 

 

                                平成２３年１月６日 

                        運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                           委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                           委   員  山 本 哲 也 

                           委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２２年８月２１日（土） ２０時２０分ごろ 

発生場所 鹿児島県鹿児島市鹿児島港内 鹿児島港本港東Ａ防波堤南灯台から真方位

０９０°４００ｍ付近 

（概位 北緯３１°３５.６′ 東経１３０°３４.６′） 

事故調査の経過  平成２２年８月２６日、本事故の調査を担当する主管調査官（門司事務

所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

 事実情報 

Ａ 遊漁船 あき丸、７.３トン  船種船名、総トン数 

 ２９２－４４６７１鹿児島、個人所有  船舶番号、船舶所有者等 

   １２.８０ｍ（Lr）×３.００ｍ×０.８６ｍ、ＦＲＰ  Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

   ディーゼル機関、３８２.４６kＷ、平成１２年３月  機関、出力、進水等 

Ｂ 小型兼用船 第五美代
み よ

丸、１.５トン 

 ２９５－３８５７６鹿児島、個人所有 

   ７.８０ｍ（Lr）×１.８５ｍ×０.６４ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、８０.９１kＷ、昭和６２年６月 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ３０歳 

   一級小型船舶操縦士・特定 

    免 許 登 録 日 平成１９年２月２１日 

    免許証交付日 平成２２年３月２６日 

           （平成２７年３月２５日まで有効） 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ６９歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免 許 登 録 日 昭和５０年７月１１日 

    免許証交付日 平成１８年１月２０日 

           （平成２３年３月１３日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ 左舷船首部外板に擦過傷 

Ｂ 左舷中央部外板に擦過傷、操舵室左舷側の窓ガラスを破損 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａほか１人が乗り組み、観覧客６人を乗せ、かごしま錦江

湾サマーナイト大花火大会（以下「本件花火大会」という。）を観覧する目

的で、船首を北に向けて鹿児島港内で錨泊中、船長Ａが至近に迫ったＢ船

に気付いた直後、平成２２年８月２１日２０時２０分ごろ、Ａ船の左舷船

首部とＢ船の左舷中央部とが衝突した。 

 

 Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、監視員２人を乗せ、本件花火大会の
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警戒業務を行っていたところ、２０時１８分ごろ、船長Ｂが右舷船首方２

００ｍ付近に航泊禁止区域に進入する船舶（以下「進入船」という。）を、

また、左舷船首方２００ｍ付近に錨泊するＡ船を視認し、進入船に注意す

るため、同船に向けて４～５ノット（kn）の対地速力で手動操舵により鹿

児島港内を南西進した。 

 Ｂ船の右舷方には、花火観覧中の旅客船が船体姿勢を維持するため、適

宜、主機関やバウスラスターを使用しており、Ｂ船は、潮流及び旅客船が

起こした水流により左方に圧流されていたが、船長Ｂは、進入船を見てい

たので、Ａ船に接近していることに気付かずに航行し、衝突直前に至近に

迫ったＡ船に気付き、右舵一杯としたがＡ船と衝突した。 

 船長Ｂは、海上保安部等に連絡後、引き続き警戒業務に当たり、Ａ船

は、自力で係留地へ帰航した。 

 気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風向 東、風力 ２、視界 良好 

海象：波 ほとんどなし、潮流 約１～２knの南流 

 その他の事項  本件花火大会は、１９時３０分～２０時４０分の間、鹿児島港本港地区

で行われ、その際、航泊禁止区域が設定されていた。 

 船長Ａは、花火を見ていて、接近するＢ船に気付かなかった。 

 Ａ船は、白色全周灯を点灯していた。 

 Ｂ船は、マスト灯、舷灯１対及び船尾灯に加えて、黄色全周灯を点灯し

ていた。 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

あり 

なし 

なし 

 Ａ船は、鹿児島港内において錨泊中、船長Ａ

が、花火を見ることに意識が向いて、接近するＢ

船に気付かなかったものと考えられる。 

 Ｂ船は、鹿児島港内を南西進中、船長Ｂが、左

舷船首方に錨泊するＡ船を視認していたが、右舷

船首方の進入船の方を見ていて、適切な見張りを

行わなかったため、圧流されてＡ船に接近してい

ることに気付かなかったものと考えられる。 

原因  本事故は、夜間、鹿児島港内において、Ａ船が錨泊中、Ｂ船が南西進

中、船長Ｂが、適切な見張りを行わなかったため、Ａ船に接近しているこ

とに気付かずに航行し、両船が衝突したことにより発生したものと考えら

れる。 

 




